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IASBがIAS第19号「従業員給付」の改訂を公表

2018年2月、国際会計基準審議会（以下「IASB」）は、制度改訂、縮小又は清算が
報告期間中に生じる場合の会計処理を定めたIAS第19号「従業員給付」の改訂を
公表しました。

本改訂により、制度改訂、縮小、又は清算後の報告期間の末日までの期間における
当期勤務費用及び利息純額を、更新後の数理計算上の仮定を基に算定しなければ
ならないこととなります。

また、本改訂は、制度改訂、縮小又は清算の会計処理に関する規定が、資産上限額
の規定に対してどのように影響するかを明確化しています。

従前、IAS第19号は、制度改訂、縮小又は清算が生じた場合に確定給付負債
（資産）の純額を再測定する場合でも、期間中の当期勤務費用及び利息純額の
計算に係る仮定を変更してはならず、事業年度の期首時点の仮定を基に算定する
こととしていました。

しかし、今般、IASBは、残りの事業年度における当期勤務費用及び利息純額を算定
する際に更新後の仮定を無視するのは不適切であると結論付け、当該状況においては
更新後の仮定を用いることとして以下のように規定しています。

事業年度中に制度改訂、縮小又は清算が生じる場合

► 制度改訂、縮小又は清算後の報告期間の末日までの期間における当期勤務
費用を、確定給付負債（資産）の純額（これらの事象が生じた後の制度で提供
される給付及び制度資産を反映）を再測定するのに用いた数理計算上の仮定を
用いて算定しなければならない。

► 制度改訂、縮小又は清算後の報告期間の末日までの期間における利息純額を
以下を用いて算定する。

（i） これらの事象が生じた後の制度で提供される給付及び制度資産を反映する
確定給付負債（資産）の純額

（ii） 確定給付負債（資産）の純額を再測定するのに用いた割引率

これにより、財務諸表の利用者にとってより有用な情報が提供され、財務諸表の
理解可能性が向上する効果があります。

本改訂は、2019年1月1日以降に生じる制度改訂、縮小又は清算に対して適用され、
早期適用も認められます。

1. 会計基準

IFRS
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2018年度において公表が予定されている基準の改訂

財務報告の概念フレームワークの改訂

IASBは、15年に公表された概念フレームワークの改訂案に対するコメントレターの
審議を継続しており、18年第1四半期に最終化する予定です。概念フレームワーク
の改訂は、特定の会計処理の変更を直接求めるものではありませんが、現行の
IFRSで取り扱われていない取引や事象に関する会計処理を検討する際に影響を
及ぼす可能性があります。

IFRS第3号「企業結合」の改訂

IASBは、16年6月にIFRS第3号の改訂案を公表し、企業結合における事業の取得
と資産の取得を区別するために有用となるガイダンスを示しました。

IFRS第3号では、「事業」を定義し、当該事業の取得について、のれんや取得関連
コストの取扱い、繰延税金の認識など、資産の取得とは異なる会計処理を定めて
いるため、ある取引が事業に該当するかどうかの検討が重要となります。従来の
基準においては「事業」の定義が曖昧で、基準の適用が困難な場合があったことから、
IFRS第3号の改訂案では、ある取引が事業に該当するための要件として以下の
二つを明確にしています。

► アウトプットに寄与するインプット（製造施設や知的財産など）が存在すること

► プロセス（製品の製造や不動産の運営など）が存在し、当該プロセスが実態を
伴っていること

さらに当該改訂案では、プロセスが実態を伴うかどうかの評価に関して設例を含む
追加のガイダンスを提供しています。

IFRS第3号の改訂は、18年上半期に公表される予定です。当該改訂は、20年1月
1日以降に開始する事業年度より行われる企業結合に適用され、早期適用も認めら
れる見通しです。

IAS第1号「財務諸表の表示」の改訂

IASBは、15年2月にIAS第1号の改訂案を公表し、流動負債と非流動負債の分類
要件の明確化を図っています。概念フレームワークの改訂に向けた負債の定義に
関する審議が終了した後に、負債の分類に関する議論を再開し、18年下半期に
IAS第1号の改訂を公表する予定です。

現行の基準では、分類要件の実務上の解釈にばらつきが生じていましたが、この改
訂により、分類要件を明確化し、企業間の比較可能性を向上させる狙いがあります。
具体的には、流動負債と非流動負債の分類が期末日において企業が有する権利に
基づくことを明確にするとともに、当該権利に関して次のように取り扱うことを示して
います。

► （原則）負債の決済を期末日後少なくとも12カ月にわたり延期できる権利を企業が
有していない場合、当該負債を流動負債に分類する。

► （例外）既存の借入枠に基づき、借入をロールオーバーする権利がある場合には、
当該負債を非流動負債に分類する。

1. 会計基準 l IFRS
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J GAAP 税効果会計に係る会計基準の一部改正

2018平成30年2月16日に、企業会計基準委員会（以下「ASBJ」）より以下の会計
基準等（以下「本会計基準等」）が公表されています。

► 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」

► 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

► 改正企業会計基準適用指針26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用
指針」

► 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する
適用指針」

本会計基準等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の
うち繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めに
ついて、基本的にその内容を踏襲した上で、表示及び注記事項に関する定め及び
必要と考えられる一部の会計処理について見直しを行うことを目的として公表され
たものです。

適用時期

► 平成30年4月1日以後開始する年度の期首から適用することとされています。
ただし、表示及び注記事項については、平成30年3月31日以後最初に終了する
年度の年度末から早期適用可能とされています。

会計処理

► 個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
従来の取扱いでは、一律繰延税金負債を計上することとされていましたが、
連結財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時
差異の取扱いに合わせ、親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社
自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う
意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する取扱いに見直すこととされま
した。

► （分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
「原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする」と
「原則として、」が追加されました。これは、例えば完全支配関係にある国内の
子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社
株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入
される蓋然性が低いときに当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収
可能性はないと判断することも考えられることを明確にするものであるとされて
います。

► 完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損の取扱い
当該子会社株式を売却したときには税務上の損金に算入されるが、当該子会社
を清算したときには税務上の損金に算入されないこととされているものについて、
将来売却するか、清算するか等が判明していない場合であっても、個別貸借
対照表に計上されている資産の額と課税所得計算上の資産の額との差額は、
当該差額が解消する時にその期の課税所得を減額する効果を有する可能性が
あることから、一時差異（将来減算一時差異）に該当することが明確化されました。



5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

開示

► 表示

繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示することとされています。

► 注記事項

税効果会計に関する注記事項として以下の事項を追加することとされています。

► 評価性引当額の内訳に関する情報
評価性引当額の合計額を、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載することと
されています。また、評価性引当額（合計額）に重要な変動が生じている
場合、当該変動の主な内容を記載することとされています。

► 税務上の繰越欠損金に関する情報
繰越期限別に税務上の繰越欠損金の額に税率を乗じた額、評価性引当額、
繰延税金資産の数値を記載することとされています。また、税務上の繰越
欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載する
こととされています。

詳細は企業会計ナビをご参照ください。

1. 会計基準 l J GAAP

収益認識に関する会計基準等の公表

ASBJは、平成30年3月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準
及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
（これらを合わせて以下「本会計基準等」）を公表しています。

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は実現主義の
原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」とされて
いるものの、収益認識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されていません
でした。一方、IASB及び米国財務会計基準審議会（以下「FASB」）は共同して収益
認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から
生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表し、
IFRS第15号は平成30年（2018年）1月1日以後開始する事業年度から、
Topic606は平成29年（2017年）12月15日より後に開始する事業年度から適用
されています。

これらの状況を踏まえ、ASBJは平成27年3月に我が国における収益認識に関する

包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定し、その後審議・検討
を重ね、IFRS第15号及びTopic606と同等性を有する会計基準として平成30年
3月30日に本会計基準等が公表されたものです。

適用時期

平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用しますが、
平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用
することができます（早期適用時の開示については経過措置を定めています）。

詳細は企業会計ナビをご参照ください。

https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2018/2018-02-22.htm
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2018/2018-04-05.html
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資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い
の公表

平成30年3月14日に、ASBJより実務対応報告第38号「資金決済法における仮想

通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」（以下「本実務対応報告」）が公表されて
います。

本実務対応報告は、平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化
に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第62号）により、
「資金決済に関する法律」（平成21年法律第59号、以下「資金決済法」）が改正

され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入された
ことを受けて、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにする
ことを目的として公表されたものです。

期末における仮想通貨の評価に関する会計処理としては、仮想通貨交換業者及び
仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨（仮想通貨交換業者が預託者から預かった
仮想通貨を除く、以下同じ）について、活発な市場が存在する場合、市場価格に
基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期
の損益として処理することとされています。また、仮想通貨交換業者及び仮想通貨
利用者は、保有する仮想通貨について活発な市場が存在しない場合、取得原価を
もって貸借対照表価額とし、期末における処分見込価額（ゼロ又は備忘価額を含む）が
取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得
原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理することとされています。

適用時期

平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から原則適用とし、公表日以後終了

する事業年度及び四半期会計期間から早期適用することができることとされて
います。

詳細は企業会計ナビをご参照ください。

https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2018/2018-03-19.html
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OECD、BEPS行動計画7に基づく恒久的施設帰属利益に関する追加
ガイダンスを公表

2018年3月22日、OECDは、税源浸食と利益移転（以下「BEPS」）行動計画7（恒久的
施設＜以下「PE」＞認定の人為的回避の防止）に基づき、最終的な「恒久的施設帰属
利益に関する追加ガイダンス」（以下「本報告書」）を公表しました。

本報告書は、BEPS行動計画7に関する最終レポートで概説されているOECDモデル
租税条約（以下「モデル条約」）第5条の改正を踏まえたPE帰属利益に関する追加
ガイダンスを提示しています。本報告書はモデル条約第5条の改正という観点から、
PE帰属利益に関する一般原則を定めています。本報告書に掲載された事例分析案は、
2010年版モデル条約第7条に盛り込まれたOECD承認アプローチ（以下「AOA」）に
基づいていますが、自国の租税条約や国内法でAOAを採用していない国々に対して、

そのアプローチを拡大適用することを意図してはいません。本報告書には、倉庫に
おける保管活動、コミッショネア・アレンジメント、オンラインでの広告販売活動、
購入・調達活動に関連するPE帰属利益を取り上げた例が掲載されています。

事例全般にわたって適用される重要な原則として、PE帰属利益は、PEを別個の独立

した企業であると見なした場合に配分されるべき利益であるという点があります。
本報告書によれば、この原則は税務当局が帰属利益を判断する際にAOAを採用
しているか、それとも他のアプローチを採用しているかに関係なく適用されます。

また、本報告書はBEPSの包摂的枠組（以下「IF」）1の全参加国によって合意された
ものであることから、PE帰属利益に関するこれらの原則は、OECD加盟国だけでなく
IFの全参加国に適用されます。

移転価格調整金の関税上の取扱いに変更の可能性：欧州司法裁判所
の画期的な判決

欧州司法裁判所（以下「ECJ」）は2017年12月20日、「遡及的な価格調整の対象
である移転価格は、関税評価額を決定する取引価格1（Transaction Value）として
使用可能か否か」という問題を扱った、いわゆる浜松ホトニクス訴訟（C 529/16）で
判決を下しました。この画期的な判決でECJは、「EU関税法の下では、最初にイン

ボイスによって請求、申告され、会計期間終了後に遡及的に調整、合意された取引
価格を関税評価の基礎とすることは、会計期間の終了時点での調整が上方と下方
のいずれとなるかが輸入された時点で分かっていない場合、認められない」との
立場をとりました。

ECJの判決は、EU域内の関係会社と輸入取引を行っている企業に甚大な影響を
及ぼす可能性があります。ECJが取引価格を攻撃の的とするとみられるからです。
EU域内の関係会社との輸入取引額が定期的な調整の対象である移転価格に基づいて

いる場合、取引価格は簡単には適用できないと思われます。また、年度末の調整は
上方と下方のいずれであれ、もはや関税評価額の決定に際して勘案することはでき
ません。リンク先のアラートで説明するように、判決に対してはさまざまな解釈が
可能です。

BEPS

2. 国際税務関連

2. 国際税務関連 l BEPS/EU関税

詳細はJapan tax alert 2018年4月17日をご参照ください。

EU関税

詳細はJapan tax alert 2018年1月18日をご参照ください。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/pdf/japan_tax_alert_17_Apr_2018_1_j.pdf
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/pdf/japan_tax_alert_2_18_Jan_2018_j.pdf
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日本・EU経済連携協定

2017年12月8日に行われた日本の安倍首相とEUのユンケル欧州委員長の電話
会談において、日本とEUの経済連携協定（以下「EPA」）の交渉妥結が確認されました。

日本とEUとの自由貿易協定は、物品及びサービスに係る貿易障壁を除去することを
目的としており、2019年中の発効が予想されています。

日本からEUへの輸入は、機械、電気製品、輸送用機器、光学医療機器、化学製品
など（600億ユーロ超）であるのに対し、EUから日本に対する輸出は、輸送用機器、
機械、医薬品、光学医療機器、電気機器など（500億ユーロ超）となっていますので、
相互に大きな経済的メリットが期待されています。この協定により日本原産品をEU
に輸入する場合の関税率は段階的に引き下げられ、輸入関税の完全撤廃（97％の
物品が対象）を15年以内に達成することを目標としています。日本製の自動車に
ついては、7年以内に10％から0％とされる予定です。

EUへの輸入に際して日本「原産」であることがEPAの適用において重要となります。

原産は、物品の国籍のようなもので、製品のオリジンといえる国の問題です。欧州
関税法典（UCC）欧州委員会準則第47条に「不十分な作業又は加工」が規定されて

います。輸送、保管中に製品が良好な状態に保たれるようにする作業や、ある完全な
製品を構成するための単純な部品の組立てなどがこれに該当します。特別なスキル
やその作業のために特別に製造又は設置された機械、装置、工具を使用していない
ようなケースです。非原産地からの原材料価格（VNM）が、製品の作業前価格の
50％を超過しないこと、又は現地調達比率（RVC）が55％以上であること、あるいは、
関税項目の変更（CTH、加工後の製品が異なる関税項目あるいはサブ項目に分類

される）などについて検討する必要があります。いずれにせよ、部品表の管理
（BOM）、納品業者原産申告書、マスターデータの管理などの原産地管理が重要と
なります。また、EU原産の製品が日本で製造される製品に組み込まれる場合、日本

原産の原材料と見なされるような相互認証制度がありますが、当該作業又は加工
について、不十分な作業又は加工と見なされる運用を超えることが求められます。
原産地の証明は、原産地申告書（輸出業者の請求書に印刷される）によることになり、
原産地証明は使用されないことになりますので留意が必要です。

Japan-EU EPA
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EU・英国間の離脱に関する基本合意

欧州委員会と英国は、同国のEUからの離脱に関して、通商、規制についての協議に
入るための準備として第一段階の協議を行い、2018年3月末時点で（1）移行期間、
（2）在英EU加盟国民（在EU英国民）の権利、（3）アイルランド国境問題および（4）
清算金についての基本的な合意に至ったことを確認しました。それぞれの合意内容
は以下の通りです。

（1）移行期間
移行期間は英国がEUを離脱する2019年3月29日から2020年12月31日まで
とされました。加えて下記事項が移行期間に関する取決めとして合意されています。

► 英国は移行期間中、独自の貿易協定について交渉、合意および批准できる

► 移行期間中の貿易協定はEUのものが適用される

► 英国の漁業可能海域は期間中保障されるが、新たな条約が結ばれない限り、
EUの共通漁業政策が適用される

（2）在英EU加盟国民（在EU英国民）の権利
英EU離脱移行期間終了までの期間に英国に入国したEU加盟国民およびEU加盟国
に入国した英国民は、離脱前に入国した場合と同じ権利（就労、福祉、年金、教育
など）が与えられることが確認されています。
従って、離脱移行期間終了までに英国で雇用され、勤務しているEU加盟国民は
離脱移行期間後も継続して勤務する権利を有します。EUで雇用され勤務している
英国民も同様です。

（3）アイルランド国境問題
通商を円滑に進めるために可能な限り必要な措置を取り、国境の物理的な施設を
設けないこと、アイルランドと国境管理を伴わない措置で合意しない限り、英領北アイル
ランドはEU単一市場および関税同盟にとどまることが合意されています。
ただし、通関が仮想的なものとなるとしても通関をなくすことを意味しているわけでは
なく、それがどのような形で合意されるか今後留意する必要があります。またこの問題
は政治的な影響が強く、今後の交渉においても重要事項として継続協議される見込み
です。

（4）清算
英国は350億ポンドから400億ポンドの数年間にわたるEUへの支払いとその他の
長期債務の支払いに合意しました。この合意によって、英国に存在する組織は離脱
移行期間終了後も、EUの支援プログラムの期間中は継続してEU予算による助成を
受けることができます。

Brexit

3. Brexit

3. Brexit l EU・英国間の離脱に関する基本合意
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新たなテクノロジーの広がり

近年、Robotic Process Automation、Artificial Intelligence、ブロックチェーン、
Internet of Thingsなどが、新たなテクノロジーとして企業の事業環境を向上させ、
競争力を創り出しています。

Robotic Process Automation
Robotic Process Automation（以下「RPA」）は人間が行っている、大量に処理
しなければならないルーティン業務や管理作業などをルールに基づいて自動化する
ソフトウェアです。システムへのデータ入力や複数のシステムに分散したデータを
集めてレポートを作成するなど、人間が行ってきた作業をRPAがそのままコンピュータ
上に再現することで自動化がなされます。

さまざまな業界で、以下のような業務分野での導入が進められています。

► カスタマーサービス

► 財務

► 人事

► IT

► 購買

► 税務

Artificial Intelligence（人工知能）

Artificial Intelligence（以下「AI」）は、特定の分野において何らかの形で人間の
知能を代替するコンピューティングシステムとして位置付けられており、人間による
ビジネス上の判断を補助します。あらかじめ読み込ませた学習データを元に、人間
との「自然に見える」相互のやりとりを実現するものや、そのやりとりから学習すること
などが技術の特徴として挙げられます。

データを活用したマーケティング業務や、自動運転車への応用をはじめとして、音声
やテキストの自然言語処理技術を用いたカスタマーサービス業務における消費者
の不満分析などにも利用され始めています。

ブロックチェーン

ブロックチェーンは、中央集権的な管理組織を必要とせずに、複数の企業や組織に
分散したITインフラ上のデータを安全かつ変更されることのない記録として共有する
基盤を提供します。当初はビットコインの仕組みを実現した技術として認知され始め
ましたが、現在では技術の応用により、あらゆる業界で、これまでの事業の在り方を
再構築する可能性を持つものとして注目されています。異なる企業や組織、消費者
が、同じブロックチェーンで管理された一貫性のある正確なデータにアクセスできる
ことにより、ブロックチェーンの利用者間における信用創造が可能になります。ブロック
チェーンの利用者間で契約の履行条件をあらかじめブロックチェーンに定義して、
その条件が満たされたら取引が実行されるというような契約の自動化（スマートコン
トラクト）などにも活用されています。

金融機関や製造業における活用の検討はもとより、さまざまな業者がサプライチェーン
にかかわる食品、飲料、医薬品などのトレーサビリティにも応用が期待されています。
イタリアではワインの価値を担保するために、ブドウの収穫地、醸造所、輸配送状況、
温度管理状況などの情報管理にブロックチェーンを利用して、消費者がいつでも
信頼できる商品情報にアクセスできるようにした事例もあります。

New Technology

4. 新たなテクノロジーの広がり
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Internet of Things

Internet of Things（以下「IoT」）は、物理的な機器、車、建物などのあらゆるモノを
インターネットにつなげて、データの収集や送受信を行う技術です。モノに組み込まれた
電子機器、ソフトウェア、センサーによって、人間の体や眼球の動き、音声、心拍数
や睡眠パターンなどの情報を読み取り、それに応じた動作や処理をさまざまなモノ
にさせることができます。

欧州では主に製造分野で用いられており、生産現場の機器などをネットワーク化する
スマートファクトリーによって、工場から得られるデータの分析などに役立てられてい
ます。

これらのテクノロジーは、個別に利用するだけでなく、組み合わせて活用することで、
より高度なビジネスの向上につながることが期待されます。IoTで新たに収集できる
ようになったデータや人手では処理ができない大量のデータをRPAとAIを活用して
集計・分析したり、またRPAで自動化された業務の処理中に発生する例外パターンを
AIに学習させることで、ルールに基づかない例外処理を自動化するなど、さまざまな
テクノロジーの活用方法が検討されています。

4．New Technology l 新たなテクノロジーの広がり

EYではこのような新たなテクノロジーの広がりに対応する各種サービスを提供しております。
詳細は各国担当者までお問い合わせいただくか、EYウェブサイト（英語 / 日本語）をご参照
ください。

http://www.ey.com/uk/en/services/specialty-services/ey-taking-innovation-to-the-next-level
https://www.eyadvisory.co.jp/services/digital/about/
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アフリカの44カ国が大陸自由貿易協定の設立に合意

2018年3月21日にルワンダの首都キガリで開催されたアフリカ連合サミットにおいて、
加盟55カ国のうち44カ国がアフリカ大陸自由貿易協定（以下「FTA」）の設立に合意
しました。なお、ナイジェリア、タンザニア、ブルンジ等の国々は同サミット期間中に
合意に至っていません。この大陸FTAは、将来の貿易及び投資障壁の解消を通じ、
域内経済の拡大を目指しています。

現在、アフリカ域内では、アフリカ大陸FTA加盟国で構成された、複数の地域経済
共同体が存在しています。例えば、東アフリカ共同体（以下「EAC」）と東南部アフリカ
市場共同体（以下「COMESA」）関税同盟はウガンダとケニアといった国々で構成
されています。また南アフリカは、南部アフリカ開発共同体（以下「SADC」）と南部
アフリカ関税同盟（SACU）の加盟国でもあります。さらには、COMESA-EAC-SADC
の三つ地域経済共同体間で2015年に自由貿易協定が締結され、加盟国による
審議および批准に向けて進んでいますが、2015年以降の批准合意案作成後、
各経済共同体ごとの原産地規則の見直しの遅れから、施行にむけた取組みが遅
れている状態です。

FTAのメリット

合計で約2.5兆ドルのGDPと12億人の人口を有するアフリカ諸国は、現在アフリカ
域内以外の諸外国との貿易がメインとなっており、アフリカ連合加盟55カ国では、
輸出については約80％が原材料または途中加工品で、かつ多角化されていない
状況です。

アフリカ大陸FTAの合意は、通常、関税や付加価値税（VAT）、消費税等のレベル
の違いといった、国家間に存在する貿易障壁を解消する目的があり、これにより
アフリカ域内でのさらなる貿易促進が期待されています。その結果、他国より比較
優位性のある産業が拡大し、その経済活動で得た資本を交通・電力といったインフラ
の整備や人材の教育等、国の戦略に沿って再投資することで、将来の産業多角化
が期待され最終的にすべてのFTA加盟国にとって富と幸福をもたらすと考えられて
います。

今回のFTA合意は、参加するすべての国の貿易を促進させると予想され、現状の
原材料または途中加工品を中心とする輸出産業構造から、将来は最終製品にまで
拡大すると予想されています。

次のステップとして

アフリカ大陸FTAの次のステップとしては、加盟国が協定を批准し、施行することです。

その際に考慮が必要となる重要な分野には、自国の市場を保護してきた加盟国間の
輸入関税や、一次産品、消費財、サービスといった市場の規制の段階的な緩和、
完全な撤廃が合意に含まれます。

アフリカ大陸FTAの設立をきっかけとなった経済統合の動きは、最終的に大陸全体
の通貨統合と、統一の大統領を擁する政治連合をも視野に入れ検討が進められて
います。

アフリカ

5. 国・地域別アップデート

詳細はGlobal Tax Alert 6 April 2018をご参照ください。

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--forty-four-african-countries-sign-continental-free-trade-area-agreement
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法人税法改正

ベルギー法人税改正法が成立し、2018年１月1日以降開始事業年度より適用と
なります。

改正内容ですが、法人税率が段階的に下がり2020年以降は25％となります。その
他、完全な資本参加免税制度の導入、連結納税制度の導入、フェアネスタックスの
廃止、租税回避防止措置（以下「ATAD」）の導入等をはじめ多岐にわたる改正と
なっています。

改正要旨

► 2017年時点の法人税率33％（付加税を考慮すると33.99％）を段階的に引き
下げ、2020年1月1日以降開始事業年度は25％（付加税は廃止）とする

► 条件を満たす出資から生じる受取配当及び株式譲渡益は100％非課税となる、
完全な資本参加免税制度の導入（従来は95％非課税）

► 連結納税制度は2019年1月1日以降開始事業年度より導入

► フェアネスタックス（税制優遇を受けた配当原資に課税するベルギー独自の制度）
の廃止

► 主要なATADは2019年1月1日以降開始事業年度より導入

ベルギー

5. 地域・国別アップデート l ベルギー

詳細はGlobal tax alert 2 January 2018をご参照ください。

英語による解説はEYベルギーWeb Castで視聴可能です。

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--belgian-parliament-adopts-corporate-tax-reform
http://www.ey.com/be/en/services/tax/ey-belgian-tax-reform#section1
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移転価格・税務調査の直近の動向

キャッシュプーリングシステムを利用した預金残高

近年、チェコでは移転価格が税務調査の重要な項目の一つとなっています。特に
税務当局は、損失計上会社や投資インセンティブの利用により大きな利益を挙げて
いる企業に焦点を当てています。税務当局は、チェコ以外のグローバル企業の子会社
となっているチェコの事業体が適切に運営され、当該機能に見合った利益を計上し
ているかという点に着目しています。

一方で、直近の調査の傾向としては、金融取引にも焦点を当てています。例えば、
非常に高い金利、キャッシュプーリング残高、また、チェコ企業がグループ全体の
キャッシュプーリングシステムの加入期間が長いため、結果的に長期の貸付金に
なっている場合の、低いもしくはゼロ金利に着目しています。

また、同様なケースとして、キャッシュプーリングシステムを提供しているグループ会社が
より高い金利を得るようになっているかという点も確認しています。このような場合は、
キャッシュプーリングシステムを提供している会社はサービス提供者として見なされる
ことになり、当該グループ会社間取引は、コストに一定の利益を加えるいわゆるコスト
プラス方式で、取引額が決定されます。

このように、直近の税務調査の傾向としては、広くキャッシュプーリング関連項目に
着目をしており、チェコ企業はこのようにグループ全体でキャッシュプーリングシステム
を利用している場合の機能とリスクを十分に分析する必要があります。

チェコ
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より拡大した法人税減税措置

マクロン大統領の選挙公約に沿った措置として、2018年予算法（2017年末可決）
により2017年予算法で予定していた段階的減税をより長い期間にわたり実施する
ことなりました。同時に売上高の多寡による適用区分が簡素化されました。

より具体的には、2020年までに28％まで下げるというスケジュールから2022年
までに25％に下げることされ、売上高による細分化はフランス税法の定める中小企業
向け軽減税率制度（従来から存在）を除いて一本化されたことにあります。

2018年予算法（現行法）

フランス

5. 地域・国別アップデート l フランス

会社の
売上高
（ユーロ）

課税所得額

（ユーロ）
2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

2023年
3月期

763万未満

0～38,120 15％ 15％ 15％ 15％ 15％

38,120～500,000 28％ 28％

28％ 26,5％ 25％
500,000超 33 1/3％ 31％

763万超
0～500,000 28％ 28％

500,000超 33 1/3％ 31％
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2017年予算法（昨年度時点）

なお、期間の延長と売上高区分の簡素化に加え2020年3月期については注意を
要します。10億ユーロを超える売上高の企業にとっては50万ユーロを超える所得
に課される税率が33 1/3％から31％に下がりましたが、763万～5000万ユーロ
の売上高の企業は50万ユーロを超える所得に課される税率が28％から31％に

逆に上がりました。昨年度からの税率の変更は税効果会計などへの影響が生じる
ため、注意を要します。なお、大企業が優遇された形となっていますが、これは後述
する大企業への3％配当金課税への特別課税とのバランスを取ったものと考えられ
ます。

会社の
売上高
（ユーロ）

課税所得額
（ユーロ）

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

763万未満

0～38,120 15％ 15％ 15％ 15％

38,120～75,000 28％
28％

28％ 28％75,000～500,000
33 1/3％

500,000超 33 1/3％

763万～
5,000万

0～38,120
28％

28％

15％ 15％

38,120～75,000

28％
28％

75,000～500,000

33 1/3％

500,000超
33 1/3％

5,000万～
10億

0～500,000

500,000超
28％

33 1/3％

10億超
0～500,000 28％

33 1/3％ 33 1/3％500,000超
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CICE（競争力強化雇用拡大税額控除）の改正

2013年度より導入されていた低所得者の雇用維持を目的としたCICEと呼ばれる税
額控除が2019年以降に廃止されることが決まりました。CICEは、法定最低賃金の
2.5倍より少ない給与所得者に対して、給与総額に一定割合（2013年:4％／2014
～16年、2018年：6％／2017年：7％）を乗じた金額だけ控除（実際は補助）が認め
られています。

その代替措置として企業負担の社会保障費用が6％相当減額されることとなりました。

ただし、社会保障費用は法人税計算上の損金であるなどのことから、両者は厳密な
意味では相殺されるものではありません。

3％配当金課税の完全廃止

95％以上の資本関係のある親会社への配当については2017年1月1日以降の
配当金支払いに3％の配当金課税が適用されなくなりましたが、この持株要件が
外され、2018年1月1日以降のすべての配当金支払いには課税されなくなりました。

なお、過年度の支払分に対しても還付が認められることから2016年以降に納付
した分については還付が可能（2016年納付分は2018年末まで、2017年分は
2019年末まで可能）です。還付請求が可能な期間に納付実績がある場合は、還付

手続きを漏れなく行うことが重要です。この還付財源の確保のための時限措置として、
売上高が10億ユーロを超える企業には15％、30億ユーロを超える企業にはさらに
15％（合計30％）の特別課税が2017年12月31日～2018年12月30日に終了する
事業年度に対して課されています。

給与所得への源泉徴収制度の導入決定

2018年1月日より導入が予定されていた給与所得に対する個人所得税の源泉徴収は、
マクロン大統領の公約に従い1年延期され、2019年1月1日から開始することが
決まりました。

導入の時期が遅れたことを除いて、基本的な制度の変更はないため、日本のような
年末調整を雇用者が行う必要はなく、あくまでも税務署が個々人の状況に応じて
決定した税率を源泉徴収することによって納付することに、雇用者としての義務は
とどまります。適用される税率は個人及び事業者に対して個人の2017年度の確定
申告に基づき2018年の夏から秋にかけて通知される予定です。また、個人の確定

申告は今まで通りすべての納税者（駐在員も除外されません）に提出義務がある点
も変更ありません。

なお、依然として駐在員固有の事項、例えば、日本給与や優遇税制などについての
取扱いは不明確な点も残っており、これらは2018年秋以降に明確になることが
期待されています。

その他の制度との関係では、給与支払プロセスがJ-SOXの対象プロセスになって
いる子会社で、決算月が3月の場合は源泉徴収開始後に決算を迎えることになるため、
2019年3月期でのJ-SOXへの対応が必要となる点、及び、雇用者が駐在員の所得税を
引当計上している場合、2018年（暦年）の通常の給与所得に対しては無税となること
から、2019年3月期への損益にはプラスの影響が生じる点が重要なものと言えます。

5. 地域・国別アップデート l フランス
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ドイツ大連立政権による税制改正案

2017年9月の総選挙後、混迷を極めた予期せぬ新政権の組閣交渉は、2018年
2月に入ってようやく決着し、3月4日の社会民主党（以下「SPD」）による連立契約への
同意を受け、キリスト教民主同盟（CDU）、キリスト教社会同盟（CSU）及びSPDから
構成される大連立政権が成立しました。連立契約には、2018年から2021年までの
間に実施が見込まれる税制改正案が盛り込まれています。

ソフトウェアの源泉課税

ドイツ連邦財務省は2017年11月2日に、クロスボーダーのソフトウェアの使用対価

支払いの取扱いに関する初めての包括的な行政通達を公表しました。税務当局は
源泉税に関して、カスタマイズソフトと標準ソフトでのダブルスタンダードを撤廃し、
供与された使用権に関する中核的な判断基準を採用しています。進化するデジタル化
の中で拡大してきたマーケティングモデル（データバンク、クラウドコンピューティング、
サービスとしてのソフトウェア等）に関する取り扱いも通達に盛り込まれています。

企業グループ内における商号使用に関する連邦財務省の見解

ロイヤルティ等の無形資産の使用対価については、特に企業グループ内における
商号使用に際して、ドイツ親会社が国外子会社に対してロイヤルティを請求する、
いわゆるアウトバウンドのケースにおいて、これがドイツの課税基盤につながるか
どうか、多くの場合で争点となっています。連邦財務省は、2017年4月7日付通達
の中で、コンツェルン（企業グループ）内における商号使用に関する見解を示しました。

ドイツ

詳細についてはGlobal Tax Alert 2 November 2017をご参照ください。

改正案の概要についてはGerman Tax & Legal Quarterly 1/18（3ページ）をご覧ください。

連邦財務省通達の詳細についてはGerman Tax & legal Quarterly 2/2017 （7ページ）
をご覧ください。

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Germany_issues_final_guidance_on_classification_of_cross-border_software_and_database_use_payments_for_withholding_tax_purposes/$FILE/2017G_06234-171Gbl_Germany WHT on cross border software DB use pymts.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2018_EY_GTLQ_Q1/$FILE/EY_GTLQ_Issue_01-2018.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2017_EY_GTLQ_Q2/$FILE/EY_GTLQ_Issue_2-2017.pdf
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法人税法第8c条（繰越欠損金利用制限規定）に関する連邦財務省通達

連邦財務省は、長くその改訂が待たれていた、法人による繰越欠損金利用制限
（法人税法第8c条）に関する2017年11月28日付通達を公表しました。この改訂通達
は2008年7月4日付連邦財務省通達にとって代わるもので、2009年以来実施された
法人税法第8c条の改正が反映されています。

委託倉庫の取扱い

ドイツ連邦財務省は、委託倉庫の付加価値税（以下「VAT」）上の取扱いに関する

従来の見解を改め、委託倉庫が利用される場合も供給の場所の決定に当たっては
一般原則に基づき判断されるという連邦財政裁判所の見解を支持し、2017年10月
6日付通達を通じて、VAT適用通達の関連箇所を改訂しました。購入者が確定して

いる場合（具体的には、支払い又は拘束的なオーダーが要件）、該当する取引は、
国外からドイツ向けの直接の供給取引として取り扱うことが可能です。

新しい原則はすべての未確定の事案に適用されます。2018年12月31日以前
（当初2017年12月31日以前とされていましたがその後移行期間が一年延長）に
行われた供給取引及びEU域内取得については、サプライヤー側による従来の取扱い
（みなしEU域内取得後の国内供給取引）の適用が（受益者側での前段階VAT控除
を含め）容認されます。

5. 地域・国別アップデート l ドイツ

連邦財務省通達の詳細についてはGerman Tax & Legal Quarterly 4/2017 （4ページ）
をご覧ください。

連邦財務省通達の概要についてはGerman Tax & Legal Quarterly 4/2017 （6ページ）
をご覧ください。

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2017_EY_GTLQ_Q4/$FILE/EY_GTLQ_Issue_4-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2017_EY_GTLQ_Q4/$FILE/EY_GTLQ_Issue_4-2017.pdf
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移転価格文書に関する要求事項の重要な変更

2017年10月18日に国家経済省は新しい移転価格文書に関する要求事項を公表
しました。本改正は、2017年11月17日に施行され、2018年に開始する事業年度の
税務申告から導入されることとなります。

以下で概要を説明します。

移転価格文書の統一

移転価格文書に関する現在の規定が変更となります。

現在の規定では、納税者が単一の文書を作成するか、マスターファイル及びローカル
ファイルで構成される2種類の文書を作成するかの、いずれかを選択することができ
ます。

新規定は、マスターファイルの補足情報となるローカルファイルに相当する文書化が
必須であることは同様ですが、従前と比較してより多岐にわたり、かつより詳細な記載
を要求しています。なお、会社規模に応じて国別報告書の作成（2017年5月に適用
となっています）も要求されます。

事業ごとの情報の利用

新規定は、すべての取引記録（売上げ、売上原価、設備投資等）は、会社の個々の
事業ごとの関連性が確認できるように会計システム等に登録される必要があります。

これは、各事業者にとって非常に大きな負担となることが予測されます。例えば、会計
方針の変更や、場合によっては会計システムの重要な変更をしなければならなくなる
可能性があります。この新規定に対応する会計システム等を構築するには、非常に
時間がかかると想定されます。

比較対象企業の調査

新規定では、関係会社間の取引価格の妥当性を確認するための比較対象企業の
調査は、3年ごとに更新することが要求されています。

対象取引

本規定の対象となる企業は、5,000万ハンガリー・フォリント以上の取引が対象と
なります。

作成期限

ローカル文書の作成期限は、税務申告期限と同一です。

マスターファイルの作成期限は、グループの究極の親会社に適用される法定期限に
なります。ただし、マスターファイルは、対象期末から12カ月以内で作成する義務が
あります。

APAに関連する例外規定の変更

本規定では、税務当局が関係会社間の取引価格を事前確認制度（以下「APA」）に
基づき決定した場合は、当該APAが有効である限り、当該取引の移転価格文書化
は必須ではありません。従って、APAを申請した年は、本規定に基づいた移転価格
文書の作成義務が、当該対象期の期首から税務当局がAPAの申請を受理した日
までの期間について、発生する可能性があります。

本規定の適用日

本規定は、2018年に開始する事業年度を対象に適用となります。

ハンガリー
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財政アジェンダの公表

昨年、オランダ政府は今後4年間の政策に関する政策文書を発表しました。これに
続き、2018年2月23日、オランダ財務省が財政アジェンダを公表しました。同アジェンダ
には、政策文書において、すでに発表されているさまざまな税制改正について、
その詳細と適用時期が記載されています。

同アジェンダにおける二つの最優先事項は、オランダが企業に対して競争力ある
税制上の投資環境を提供し続ける一方で、OECDとEUの勧告に従って、租税回避
対策指令（以下「ATAD」）やEU非協力国ブラックリストを含む一定の租税回避防止
措置の導入を目指すことです。そのため、同アジェンダには以下のような主要事項
が含まれています。

► オランダの法人税率を2019年には現在の25％から24％に、2020年には
22.5％に、2021年には21％に引き下げることが確認されています（同時に課税所得
が20万ユーロ以下の場合に適用される軽減税率も段階的に16％まで引き下げ
られます）。

► 同アジェンダに従い、2020年1月1日より配当源泉税が廃止されます。同時に、
低税率の国・地域あるいはEU非協力国ブラックリストに掲載されている国・地域
の税務上の居住者である関連会社への配当支払いにのみ適用される条件付き
配当源泉税が導入されます。予想されていたように、ATADのアーニング・スト
リッピング・ルールを2019年1月1日より導入することが確認されています。

► 外国子会社（CFC）合算税制が2019年1月1日より導入されます。オランダは、
実質的にATADのオプションBを選択することになります。オプションBは、すでに
現行制度に組み込まれていると見なすものであり、一方、オプションAは限られた
数の特別の場合にのみ適用されます。

► ハイブリッド防止ルールが2020年1月1日を目途に導入される予定です。法律
が技術的に複雑であり、ハイブリッドミスマッチは多岐にわたるため、オランダ政府
はインターネットによるコンサルテーションが必要と考えています。さらに、同
アジェンダによれば、オランダはすべての二国間租税条約にハイブリッド防止
ルールを盛り込む方針です。

► また同アジェンダによれば、オランダ政府は、利子及びロイヤルティの支払いに
係る条件付源泉税を2021年1月1日より導入する方針とのことです。提案されて
いる源泉税は、低税率の国・地域あるいはEU非協力国ブラックリストに掲載され
ている国・地域の税務上の居住者である関連会社への支払いにのみ適用されます。

オランダ

5. 地域・国別アップデート l オランダ

詳細は Global Tax Alert 26 February 2018 をご参照ください。

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--dutch-government-releases-fiscal-policy-agenda
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30％ルーリング期間の短縮提案

2018年4月20日、オランダ財務省は30％ルーリングに関し、以下の発表を行いました。

► 30％ルーリングの適用可能期間について、現行の最長8年を最長5年に短縮。
► 新規申請者と共に、現行のルーリング保持者にも適用。
► 2019年1月より適用開始予定。

今後、オランダ国会における法案通過の手続きを踏んだ上での施行が見込まれます。

詳細はHR and tax alert April 2018 をご参照ください。

http://www.ey.com/gl/en/services/people-advisory-services/hc-alert--netherlands-announces-limitation-on-inpatriate-tax-facility-without-transitional-rules
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2018年税制改正：重要な変更

キャピタルゲインとその他取引から発生する損失との損益通算の禁止

キャピタルゲインは、その他の所得の計算とは別に所得を計算することとし、キャピタル
ゲインとその他の所得計算から発生する損失を損益通算することは認められなくなり
ました。

無形サービスとロイヤリティに関連するコストの損金算入の制限

一定の無形サービスとロイヤリティのコストについて、税務ベースで全体の5％を
超える金額は損金算入が認められなくなりました。

対象となるサービスは、アドバイザリーサービス、マーケットリサーチ、広告、経営管理、
データプロセシング、保険、保証サービス、その他類似のサービスとなります。その他、
直接的か間接的かは問わず、関係会社からのライセンス、商標権、その他権利の
使用も含まれます。

ただし、ポーランド当局に事前に承認された商品やサービスの直接コストについては、
本規定の例外となります。

また、5年間の欠損金の繰越が可能です。

過少資本税制の新規定

税務ベースでの財務コストの30％までに損金算入額が制限されます。

本制限は、関係会社以外の会社との取引にも適用されます。

300万ポーランド・ズロチまでの損金算入は認める案が提案されています。

損金算入できなかったコストは5年間繰り越すことができます。

本規定の適用前の取引については、2018年末まで旧規定に従うこととされています。
なお、本規定は金融機関には適用されません。

市場価格に関する規定の変更

市場価格を検討する対象にサービス取引も含まれることになりました。従って、商品、
権利もしくはサービスの取引価格が経済的正当性がなく、市場価格と大きくかい離
している場合には、税務当局は、市場価格を基礎として所得を決定します。

一時償却可能な上限額の引上げ

外減価償却費について一時償却可能額が1万ポーランド・ズロチまで引き上げられ
ました。

過去に売却したIP資産に関連するロイヤリティコストの損金算入の制限

過去に売却したIP資産に関連するロイヤリティコストは、当該IP資産を売却して得た
利益額までしか損金算入ができないこととなります。

ポーランド

5. 地域・国別アップデート l ポーランド
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付加価値税の個別支払制度

2017年8月に公表された付加価値税（Value Added Tax、以下「VAT」）個別支払
制度に関する条例において、ルーマニアにおける課税対象者はVATの徴収と支払い
のために別々の口座を開くことが任意適用とされていましたが、2018年1月より、
Law 275/20171で規定されている対象者はその適用が強制されることとなりました。

具体的には、破産手続中の納税者や2017年12月31日時点で一定額以上のVAT
納税額が存在し（大規模納税者：1万5,000ルーマニア・レイ、中規模納税者は1万
ルーマニア・レイ、他の納税者は5,000ルーマニア・レイ）、当該金額を2018年1月
31日までに納税しなかった納税者等が規定されています。適切な支払いが行われて
いない場合には1日0.06％の罰金が適用されます。一方、当該規定を任意適用
する納税者には、所得税を5％減税する税制上の優遇措置が設定されています。

租税回避対策指令への対応

2016年7月にEU理事会で採択された租税回避対策指令（Anti-Tax Avoidance
Directive、以下「ATAD」）に関して、2018年1月よりルーマニア国内法に以下のよう
に盛り込まれることとなりました。

► 利子損金算入制限規定（Interest limitation rules）：支払利子の損金算入の
上限が、EBITDAの10％に制限されました（ただし、年間利子20万ユーロを超えた
部分のみ適用されます。すなわち、年間利子20万ユーロまでは制限の対象外と
なります）。

► 出国課税（Exit taxation rules）：移転された資産・事業に関する所得への
課税権をルーマニア政府が失う場合に、当該資産・事業の譲渡益に16％が課税され
ます。

► 一般租税回避防止規定（General anti-abuse rule）：すでに規定されていた
乱用防止の規定に加えて、支払税額の最小化を主目的としたビジネス上の合理性
がない取引について否定される規定が盛り込まれました。

► 外国子会社合算課税（Controlled foreign company、以下「CFC」）：以下
の場合にはCFCルールが適用され、当該子会社における利子やロイヤリティ、
保険収入等がルーマニア企業における課税所得の計算に含まれることとなります。

► 直接もしくは間接的に議決権の50％以上を保有、または利益の50％以上を
受け取る権利を有する

► ルーマニア国内法に基づき適用されたはずの税率と当該子会社で適用された
実効税率の差が、当該子会社で適用された実効税率よりも大きい

► ハイブリッドミスマッチ規定（Rules on hybrid mismatches）：2018年1月現在
までに、ルーマニア国内の規定に置換されていません。

ルーマニア
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Form232による関連当事者取引、ブラックリスト（租税回避指定国）、
パテントボックスの報告義務の改正

サマリー

2017年8月30日に新Form232を承認する指令HFP/816/2017が官報に掲載
されました。新Formは（1）関連当事者取引、（2）ブラックリスト（租税回避）指定国
に関する取引及び資本関係、（3）2016年1月1日以降に開始した事業年度のパテ
ントボックス制度を適用した関連当事者取引など、既存の報告義務に関する改正を
含んでいます。

これらに関して従前は年度の法人税確定申告の一部として行うことが求められて
いました（スペインの法人税確定申告は事業年度末日から6カ月と25日後＜すな
わち7月25日＞が期限です）が、今後の報告はForm232に変わることとなり、報告
期限は事業年度末日から10カ月後となっています（新書式の初回期限は、2016年
度に関する事業年度について2017年11月となります）。

詳細

Form232では以下（a）から（c）の適用対象について、上記（1）から（3）の取引が
ある場合に報告義務を課しています。報告対象取引はForm200ですでに大部分が
義務化されていますが、Form232の導入に伴う改正点があります。

（a） スペイン法人税の適用を受けているスペイン居住法人
（b） スペインにあるPE（恒久的施設）を通じて活動を行っているスペイン非居住の

個人及び法人
（c） FTE（フロー・スルー・エンティティあるいはパス・スルー・エンティティ）のうち

スペインの非居住者法人税の適用を受けているもの

下記はForm200で対象となっていた報告対象取引です。

► 一事業年度中に単独あるいは複数回の同種類の取引で合計金額が25万ユーロ
（第三者間取引価額による）を超える関連当事者取引

► 一事業年度中に単独あるいは複数回の特定の同種類の取引で合計金額が
10万ユーロ（第三者間取引価額による）を超える関連当事者取引（特定の取引
とは株式の移転・売買＜租税回避指定国以外での市場取引を除く＞、事業の移転・
売買、不動産及び無形固定資産の取引等である）

Form232で25万ユーロの金額基準により定められる報告義務に改正はありません。
ただし、特定の同種類の取引の報告義務について、金額基準は10万ユーロのまま
ですが、取引評価方法の違いが不問となっています。

一関連当事者に対する同種類でかつ同じ取引評価方法を適用している取引について、
取引金額の合計がその会社の売上げの50％以上となる場合にはForm232で
の報告対象となります。また、ブラックリスト（租税回避）指定国（バミューダ諸島、
英バージン諸島、カナリー諸島、ジブラルタル、ガーンジー島、マン島、ジャージー島
など）に居住する法人との取引は合計金額が25万ユーロを超える場合にForm200で
報告対象となっていましたが、Form232では金額基準が撤廃され金額の大小
にかかわらず報告対象となります。

なお、同じ連結納税グループに所属している企業間の取引は報告対象外になるなど、
一定の報告免除規定があります。

スペイン

5. 地域・国別アップデート l スペイン
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Form232の提出期限は事業年度末日から10カ月（事業年度が12月末の場合は
11月中）となっており、2016年12月末の事業年度については2017年11月となり
ます。Form232の提出義務は他の移転価格文書作成義務や租税回避指定国との
取引に関する文書作成義務とは別に定められています。

影響

Form232の提出義務がある納税者は2016年12月末に終了した事業年度について

2017年11月までに報告を行う準備を始めることが推奨されます。また、Form232
の内容はForm200と類似していますが、改正点に注意する必要があります。

法人税の規則その他を改正する勅令1074/2017

2017年12月30日に法人税の規則その他を改正する勅令1074/2017が官報に
掲載されました。とりわけ改正法案1074/2017はスペインの国別報告のルールを
変更し、EU指令2016/881との整合性を高めています。特に、本法案では多国籍
企業（以下「MNE」）グループに属するスペイン法人もしくはスペインに所在する恒久

的施設は、以下の場合において、スペインの国別報告書の提出義務の対象となら
ないことを明らかにしています。（i）MNEグループが、他のEU加盟国に所在する
「代理親会社」を代理指定しそこで国別報告書を提出している 、（ii）MNEグループ
が非EU加盟国に所在する「代理親会社」を代理指名し、その他の要件が満たされている。

勅令は2017年12月30日に施行され、国別報告書に関連する規定は2016年1月
1日にさかのぼって適用されます。

詳細はGlobal Tax Alert 12 September 2017をご参照ください。

詳細はGlobal Tax Alert 15 January 2018をご参照ください。

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--spains-new-form-232-updates-existing-reporting-obligations-for-related-party-transactions--blacklisted-jurisdictions-and-patent-box-regime
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--the-latest-on-beps---15-january-2018
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新たな税制優遇措置（法律7103号＜2018年3月＞及び法律7104号
＜2018年4月＞）の一部

法律7103号による規定

► 法律5746号の適用範囲内にあるR&Dデザインセンター及び法律4691号の
範囲内にある技術開発ゾーンにおける、技術革新と設計活動を行う企業に関する
新規機械装置について、通常の半分の期間の耐用年数を用いて償却計算する
ことが認められています。当該償却方法が適用されるのは2019年末までに
購入した機械装置であり、当該償却方法を適用した場合には、それ以後の償却変
更の変更は認められません。

► 上記で対象となる新規機械装置の納入については、2019年末までに実施される
ものについて、付加価値税（Value Added Tax、以下「VAT」）免除の対象となり
ます。

► 工業団地におけるインフラ投資や経済活動に関連して行われた商品及びサービス
の提供は、VAT免除の対象となります。

法律7104号による規定

► 上記法律7103号で規定されている機械装置の購入については、期間の定めなく
VAT免除の対象となります。

► 技術開発ゾーンの活動を取り扱うために設計されたゲームソフトウェアは、VAT
免除の対象となります。

VATに関する改正の動向

税務ベースでの財務コストの30％までに損金算入額が制限されます。2019年1月
以後、VATに関する法改正が実施される見込みとなっており、主なものとして下記
規定が有効となる予定です。

► VAT控除期間の延長：2019年1月1日以後、課税対象事象が発生した年の
翌年末まで、当該事象にかかるVATを控除することができるようになる見込みです。

► VAT還付請求期限の設定：2019年1月1日以後、課税対象事象が発生した年
の翌年末までに、還付請求を行うことが要求される見込みです。

► VAT還付請求にかかる検査期限の設定：2019年1月1日以後に実施される
VAT還付請求にかかる検査については、3カ月という期間が設定される見込み
です（ただし、当局からの申請の下、最長2カ月延長される可能性があります）。

► 売上ベースのVAT：2019年1月1日以後、一部の納税者については売上げ
に一定の税率を乗じたVAT額の納税を選択できるようになる見込みです。この
場合、仕入等にかかるVATはすべて費用として認識されることとなり、当該方法
を選択した場合には、2年間継続して適用することが求められる見込みです。

トルコ

5. 地域・国別アップデート l トルコ
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英国における脱税促進行為防止懈怠（けたい）に関する企業の刑事
責任を定める法規制について

はじめに

昨今、グローバル規模で税務に関する透明性の確保について、規制当局からの
要請が強まる中、企業は各国が定めたルール、法律に基づいた対応が求められて
います。

米国における外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）、OECDにおける税源浸食
と利益移転（BEPS）フレームワークはその一例です。

このような流れの中、英国においても、脱税行為に関与した企業に対し刑事処罰を
科す新しい法律（以下「CCO」※）が施行され、規模にかかわらずすべての企業に適
用されることになりました。

本稿では当該制度の概要を解説します。

※ Corporate Criminal Offence of failure to prevent facilitation of tax evasion

制度の概要

英国において、脱税促進行為の防止をおこたった企業に対し刑事罰を科す新しい
法律が2017年9月30日より施行され、企業のためにまたは企業を代理して業務を
行う者などによる脱税促進行為の防止をおこたった場合、企業はその刑事責任を
問われることになりました。

本法律の制定前は、企業を刑事訴追するためには、取締役会のような意思決定機関
に脱税促進行為への関与や認識があることを検察側が証明する必要があったため、
権限が下位の組織に委譲され分散されている多国籍企業に対しては、取締役会の
ような意思決定機関による関与の証明が難しい実態がありました。一方で、取締役会が
日々の事業活動に積極的に関与している中小企業の場合と比較すると、多国籍
企業は訴追されにくいケースがあるといった不公平な環境を生み出していました。

この新しい法律は、11年に施行された英国贈収賄法（Bribery Act）をモデルにし、
企業に対して脱税行為の防止に有効と考えられる合理的な内部統制の構築・維持
を要求しています。脱税促進行為防止懈怠罪は企業の規模によらず適用され、
法人に対する刑事訴追のみならず、無制限の罰金や有罪判決の公的記録へとつな
がり、その後の事業活動に対しても大きな支障となる可能性を有しています。

脱税促進行為防止懈怠罪の成立

＜図1＞（29ページ）は、CCOが成立する際の要素を示したものです。
脱税行為について、関係者による促進行為がなされた場合、当該関係者が属する
組織が関係機関として本法律による罰則適用の対象となります。関係者には、その
企業のために、もしくはその企業を代理してサービスを提供する者が含まれるため、
従業員だけではなく、外部のエージェントやサービスプロバイダーも含まれます。

英国
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例えば、A社の従業員Bが、請求書の内容を改ざんすることによって、顧客C社に
よる脱税を促進した場合、A社が本法律の対象となります。

なお、ここでいう脱税は、違法で詐欺の要素を含む必要があるため、税務申告上の
単なる誤りは該当しません。また、関係機関には、法人やパートナーシップが含まれ、
組織された場所や、規模は考慮されません。そのため、英国外の企業、組織により
行われた行為も広く対象となります。

一方で、脱税行為が認定された場合であっても処罰を免れるための道も残されて
います。それは、企業が関係者による違法な脱税促進行為を防止するための「合理的な
手続き」を整備・運用していたことを立証できる場合です。この「合理的な手続き」に
ついては後述します。

＜図１＞CCO成立の要素

適用範囲

CCOは英国外の税金、行為、関係者も対象とし、英国内外問わず、それらのいずれ
かが英国に関連するものである場合、広く脱税行為の防止策を講じることを要求
しています。＜図2＞（30ページ）では、英国外が関連する適用範囲の類型を示して
います。

英国外の脱税促進に関して、英国内において設立された企業による場合のみならず、
外国企業による場合も適用対象となります。さらには、英国以外の税金の脱税促進
行為の一部が英国内で実施された場合も適用され、その範囲は広範なものとなって
います。

例えば、日本企業の英国支店の代理業者がフランスの税金について脱税をフランスで
促進した場合（＜図2＞の中図のケース）や、日本企業の従業員がロンドン駐在中
にドイツの税金について脱税を英国で促進する場合（＜図2＞の右図のケース）に
おける当該日本企業がCCOの適用を受けます。

5. 地域・国別アップデート l 英国

関係者による
違法な促進行為

納税者による脱税行為
►英国法で刑事犯罪とされる脱税（合法な租税回避は除く）

►刑事犯罪には、不正または詐欺の要素が必要であり、偶然
では成立しない

従業員

関係機関
► すべての法人またはパートナーシップが該当し、世界のどこ
で組織されたかは問われない

合理的な防止手続きの
欠如

►企業が関係者による脱税促進行為を防止するための「合理
的な手続き」を整備していたことを立証できる場合、処罰を
免れるための抗弁事由が成立する

代理人 サービス提供者
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＜図2＞ CCOの英国外における適用範囲

脱税促進行為とは

＜図3＞はCCOの対象となる脱税促進行為の例です。

自社の従業員はもちろん、代理店や取引先による英国内外での行為にも留意が
必要となり、企業には広範囲での対応が要求されます。

＜図3＞ CCOの対象となる脱税促進行為の例

合理的な手続き

脱税促進行為を防止するために有効で合理的な内部統制を整備・運用する上で
考慮すべきポイントは、CCOのガイダンスで解説されています。

当該CCOに係るガイダンスでは、指針となる六つの原則が挙げられており（＜図4＞
（31ページ）参照）、企業はこれらの原則に沿って合理的な手続きを構築していくこと
が求められています。

従業員が、顧客が商品を輸入する際に支払う関税を下げるため、
顧客と共謀して商品の生産国を偽装する。

給与担当者が、支払う所得税を下げるため、海外へよく出張する役員
の出張スケジュールを偽装することに同意する。

オンライン取引のプラットフォームを運用する企業が、売上税や関税を
支払うべき人が税金を納めていないということを知りながら、プラット
フォームを使って取引を行うことを許している。

多国籍企業が、意図的かつ故意に、取引の本質を反映しない移転
価格算定方法を採用し、税率の高い地域から利益を移転する。

支払担当者が、サプライヤーが所得を申告していないことを知った上で、
タックスヘイブンの銀行口座に資金を支払うことに同意する。

営業担当者が、顧客が優遇税制措置を受けることができるように、
請求書における商品やサービスの性質に関して事実と異なる記述
に同意する。請求金額は変更しなくても、本来であれば損金不算
入扱いのものを損金算入項目として扱うことで、優遇税制措置が
受けられる可能性がある。

外国企業を代理する
関係者が、 「英国の
税金の脱税」を英国外
で促進する

英国で事業を行う企業を
代理する関係者が 、「外国の
税金の脱税」を英国外で
促進する

外国企業を代理する
関係者が、 「英国の
税金の脱税」を英国内
で促進する

外国企業

税務当局

外国企業
英国で事業
を行う企業

英国
税務当局

税務当局

英国外 英国外英国外

関係者

関係者

関係者
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＜図4＞六つの指針原則

► 原則1：リスクアセスメント
社内で連携を図りながら脱税行為の発生するリスクがどこにどの程度存在する
のかを特定、評価します。
特に、CCOに関する英国歳入関税庁（HMRC）のガイダンスでは、地理的リスク、
業界リスク、顧客リスク、取引リスク、人的リスク、事業提携リスクなどが考慮
すべきリスクとして例示されています。

► 原則2：リスクに応じた合理的な手続き
評価したリスクに対応した内部統制を検討し、脱税促進行為を防止するために
有効で合理的な手続きの整備・運用へつなげていきます。

► 原則3：トップレベルコミットメント
経営上層部は脱税促進行為の防止にコミットし、脱税の促進を意図した行為は
容認できないとする文化を育成することが要求されています。また、経営上層部は、
前述した合理的な手続きの整備・運用にも関与することが推奨されています。

► 原則4：デューデリジェンス
顧客、サプライヤー、代理人などに対するデューデリジェンスは多くの企業で
実施されていることが想定されますが、脱税促進行為が発生するリスクを評価する
目的を対象としている必要があります。

► 原則5：コミュニケーション（研修を含む）
研修を含む社内外のコミュニケーションを通じて、企業の方針や手続きを確実に
組織全体に伝達し、浸透させ、理解させることが重要です。

► 原則6：モニタリングおよびレビュー
企業が直面するリスクの性質は時間と共に変化するため、脱税促進行為の防止
手続きの整備・運用状況についてモニタリングとレビューを行い、必要に応じて
改善することが重要です。

5. 地域・国別アップデート l 英国

1

2

3 5

4 6

原則1：
リスクアセスメント

原則3：
トップレベルコミットメント

原則5：
コミュニケーション（研修を含む）

原則2：
リスクに応じた合理的な手続き

原則4：
デューデリジェンス

原則6：
モニタリングおよびレビュー
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おわりに

今回取り上げましたCCOは、昨今の不正や脱税行為の摘発事例を踏まえ、企業の
自主的かつ積極的な取組みを要請するものであると考えられます。

既存の組織体制や手続きで十分という想定で対応を省略してしまうと、実際にリスク
アセスメントを実施した結果、追加の対応が必要となる場合があるかもしれません。

違反した場合の財務的なダメージが非常に大きくなる可能性があることや、企業と
してのブランド、評判、信頼への悪影響を考えた場合、適切な対応を適時に実施して
おくことが大変重要です。また、英国における規制ではありますが、英国内外の
税金や行為なども対象になるため、日系企業にとっても広範な検討が必要なことに
も十分留意が必要です。

＜参考文献＞
① 英国：PART 3 Corporate offences of failure to prevent facilitation of tax
evasion of Criminal Finances Act 2017
②英国歳入関税庁(Her Majesty's Revenue and Customs/ “HMRC”):
Tackling tax evasion: Government guidance for the corporate offences of
failure to prevent the criminal facilitation of tax evasion / Tackling tax
evasion: legislation and guidance for a corporate offence of failure to
prevent the criminal facilitation of tax evasion - summary of responses
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Yoichiro Takagi
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+7 495 755 9759 yuko.fite@ru.ey.com
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Yoshinori Wakizaki
脇崎 喜範

+34 93 366 67 30 yoshinori.wakizaki@es.ey.com
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Yoichiro Takagi
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+90 212 408 4900 yoichiro.takagi@tr.ey.com
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Tomohiro Miyagawa
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Masayuki Owaki
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+44 20 7951 2850

+44 20 7980 9097
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mowaki@uk.ey.com

アフリカ
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+27 647515999 Motoya.Tamino@za.ey.com
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